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公 認 心 理 師 試 験 （ 追 加 試 験 ） の 施 行

公 認 心 理 師 法 （ 平 成 2 7年 法 律 第 6 8号 。 以 下 「 法

」 と い う 。 ） 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、 第 １ 回 公 認 心

理 師 試 験 （ 追 加 試 験 ） を 次 の と お り 施 行 す る 。

な お 、 試 験 の 実 施 に 関 す る 事 務 は 、 法 第 1 0条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 指 定 試 験 機 関 と し て 指 定 さ れ た

一 般 財 団 法 人 日 本 心 理 研 修 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン

タ ー 」 と い う 。 ） が 行 う 。

平 成 30年 ９ 月 28日

文 部 科 学 大 臣 林 芳 正

厚 生 労 働 大 臣 加 藤 勝 信

１ 試 験 期 日 平 成 3 0年 1 2月 1 6日 （ 日 曜 日 ）

２ 試 験 地 北 海 道 及 び 東 京 都

３ 試 験 の 方 法

⑴ 試 験 は 、 筆 記 の 方 法 に よ り 行 う 。

な お 、 障 害 の あ る 者 等 に つ い て は 、 そ の 申

請 に よ り 点 字 問 題 、 拡 大 文 字 問 題 、 チ ェ ッ ク

解 答 用 紙 等 に よ る 試 験 を 行 う ほ か 、 試 験 時 間

の 延 長 等 必 要 な 配 慮 を 行 う 。

⑵ 出 題 形 式 は 五 肢 又 は 四 肢 択 一 を 基 本 と す る

多 肢 選 択 形 式 と す る 。

４ 受 験 資 格 第 １ 回 公 認 心 理 師 試 験 の 受 験 票 の

交 付 を 受 け た に も か か わ ら ず 、 同 試 験 を 受 験

で き な か っ た 者 で あ っ て 、 次 の い ず れ か に 該

当 す る も の

⑴ 平 成 3 0年 ９ 月 ９ 日 （ 日 曜 日 ） に 北 海 道 で 受

験 す る 予 定 で あ っ た 者

⑵ 平 成 3 0年 ９ 月 ９ 日 （ 日 曜 日 ） に お い て 北 海

道 内 に 居 住 又 は 勤 務 等 し て お り 、 北 海 道 以 外

の 試 験 地 で 受 験 す る 予 定 で あ っ た が 、 平 成 3 0

年 北 海 道 胆 振 東 部 地 震 の 発 生 に 伴 い 受 験 で き

な か っ た 者
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⑶ そ の 他 、 第 １ 回 公 認 心 理 師 試 験 を 受 験 で き

な か っ た こ と に つ き 、 平 成 3 0年 北 海 道 胆 振 東

部 地 震 が 発 生 し た こ と 等 に 起 因 す る 正 当 な 理

由 を 有 す る と 認 め ら れ る 者

５ 受 験 手 続

⑴ 試 験 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 の 書 類 （ 以

下 「 受 験 に 関 す る 書 類 」 と い う 。 ） を 提 出 す

る こ と 。

ア 追 加 試 験 受 験 申 込 書

イ 受 験 資 格 の い ず れ を 満 た す の か の 別 を 記

載 し た 書 面 （ ４ の ⑶ に 該 当 す る 者 に あ っ て

は 、 そ の 理 由 を 付 記 す る こ と 。 ）

ウ 受 験 資 格 を 満 た す こ と を 証 す る 書 類 （ ４

の ⑴ に 該 当 す る 者 を 除 く 。 ）

⑵ 受 験 に 関 す る 書 類 の 送 付 受 験 に 関 す る 書

類 は 、 セ ン タ ー か ら 、 第 １ 回 公 認 心 理 師 試 験

の 受 験 票 の 交 付 を 受 け た に も か か わ ら ず 、 同

試 験 を 受 験 で き な か っ た 者 を 対 象 に 、 平 成 3 0

年 ９ 月 28日 （ 金 曜 日 ） ま で に 送 付 す る 。

⑶ 受 験 に 関 す る 書 類 の 受 付 期 間 、 提 出 先 等

ア 受 験 に 関 す る 書 類 は 、 平 成 3 0年 ９ 月 2 8日

（ 金 曜 日 ） か ら 同 年 1 0月 1 2日 （ 金 曜 日 ） ま

で の 間 に 、 セ ン タ ー の 指 定 先 に 提 出 す る こ

と 。

イ 受 験 に 関 す る 書 類 の 提 出 は 、 簡 易 書 留 郵

便 に よ る も の と し 、 平 成 3 0年 1 0月 1 2日 （ 金

曜 日 ） ま で の 消 印 の あ る も の に 限 り 受 け 付

け る 。

ウ 受 験 に 関 す る 書 類 を 受 理 し た 後 は 、 こ れ

を 返 還 し な い 。

⑷ 受 験 手 数 料 受 験 手 数 料 は 徴 収 し な い 。

⑸ 受 験 票 の 交 付 受 験 票 は 、 平 成 3 0年 1 1月 1 6
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日 （ 金 曜 日 ） に 投 函 し 郵 送 に よ り 交 付 す る 。

６ 合 格 者 の 発 表

⑴ 試 験 の 合 格 者 は 、 平 成 3 1年 １ 月 3 1日 （ 木 曜

日 ） 午 後 に 、 厚 生 労 働 省 及 び セ ン タ ー に そ の

受 験 番 号 を 掲 示 し て 発 表 す る と と も に 、 セ ン

タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ 上 に 合 格 者 の 受 験 番 号 を

掲 載 す る 。

⑵ 合 格 者 に は 、 公 認 心 理 師 試 験 合 格 証 書 を 平

成 3 1年 １ 月 3 1日 （ 木 曜 日 ） に 投 函 し 郵 送 に よ

り 交 付 す る 。

７ そ の 他

⑴ 受 験 手 続 の 詳 細 に つ い て は 、 追 加 試 験 受 験

申 込 書 を 参 照 す る こ と 。

⑵ 受 験 に 際 し 、 障 害 が あ る 等 の た め 別 室 の 設

定 、 手 話 通 訳 者 の 付 与 等 何 ら か の 配 慮 を 希 望

す る 者 は 、 あ ら か じ め 受 験 申 込 時 よ り 前 に そ

の 旨 を 申 し 出 る こ と 。

８ 試 験 に 関 す る 照 会 先 セ ン タ ー 東 京 都 文 京

区 小 日 向 ４ － ５ － 1 6ツ イ ン ヒ ル ズ 茗 荷 谷 1 0階

郵 便 番 号 1 1 2－ 0 0 0 6 試 験 案 内 専 用 電 話 番 号 0

3（ 6 9 1 2） 2 6 5 5 ホ ー ム ペ ー ジ h t t p : / / s h i n r i - k

e n s h u . j p /


